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保健医療部医務課

重点医師偏在対策支援区域の設定について

第 37回兵庫県医 療審 議会

地 域 医 療 対 策 部 会

令 和 8 年 1 月 30 日
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⇒丹波圏域

⇒該当なし

⇒該当なし
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Hyogo Prefecture

重点医師偏在対策支援区域（案）

〇二次医療圏域単位を基本とし、

県医師確保計画に定める「医師確保対策重点推進圏域※」を

「重点医師偏在対策支援区域」に選定する。

〇ただし、姫路市は平成18年の４町編入合併前の

旧姫路市を除く区域とする。

※ 医師確保対策重点推進圏域
… 北播磨、播磨姫路、但馬、丹波、淡路
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Hyogo Prefecture

・医師偏在指標では、最も多い神戸圏域と、最も少ない丹波圏域で約1.6倍の乖離がある一方

医師多数区域に該当しない５圏域の医師偏在指標に大きな乖離はない。

・人口10万対医師数※では、播磨姫路圏域のうち、姫路市を除く中播磨地域・西播磨地域が最も少ない。
※医師偏在指標は二次医療圏域より小さい単位では算出されないため、播磨姫路圏域内を比較するため使用

区域設定にあたっての考え方
【① 医師偏在指標、人口10万対医師数】
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〇医師偏在指標（令和６年１月公表）

医師偏在指標 順位(※) 区域

全国 255.6 - -

兵庫県 266.5 17

神戸 323.3 30 医師多数区域

阪神 279.7 52 医師多数区域

東播磨 231.6 92 医師多数区域

北播磨 206.6 137

播磨姫路 214.4 121

但馬 209.9 130

丹波 203.8 143

淡路 216.3 117

※都道府県：47圏域中、1~16位が医師多数区域、32～47位が医師少数区域

　二次医療圏域：335圏域中、1~112位が医師多数区域、224～335位が医師少数区域

〇人口10万対医師数（医療施設従事）

医師数

（医療施設従事）

人口

（R4.10.1）

人口10万対

医師数

全国 327,444 124,946,789 262.1

兵庫県 14,936 5,403,819 276.4

神戸 5,234 1,510,171 346.6

阪神 4,713 1,741,906 270.6

阪神南 3,172 1,033,854 306.8

阪神北 1,541 708,052 217.6

東播磨 1,625 712,440 228.1

北播磨 659 258,193 255.2

播磨姫路 1,816 805,171 225.5

中播磨 1,439 565,003 254.7

姫路市 1,376 525,044 262.1

姫路市以外 63 39,959 157.7

西播磨 377 240,168 157.0

但馬 367 152,674 240.4

丹波 208 98,700 210.7

淡路 314 124,564 252.1

出典：令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計
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・県全体では全国平均の２倍であるが、北播磨、但馬、丹波、淡路の４圏域は全国平均を大きく下回る。

・播磨姫路圏域全体では全国平均並みとなっているが、姫路市は県全体よりも高く、姫路市以外・西播磨

地域は上記の４圏域並みとなっている。

区域設定にあたっての考え方
【② 可住地面積あたり医師数】
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〇可住地面積あたり医師数（医療施設従事）

医師数

（医療施設従事）
可住地面積

可住地面積あたり

医師数

全国 327,444 122,936.8 2.66

兵庫県 14,936 2,769.5 5.39

神戸 5,234 335.8 15.59

阪神 4,713 323.4 14.57

阪神南 3,172 125.1 25.35

阪神北 1,541 198.3 7.77

東播磨 1,625 223.5 7.27

北播磨 659 400.8 1.64

播磨姫路 1,816 615.3 2.95

中播磨 1,439 291.4 4.94

姫路市 1,376 229.1 6.01

姫路市以外 63 62.3 1.01

西播磨 377 323.9 1.16

但馬 367 367.9 1.00

丹波 208 217.8 0.96

淡路 314 285.1 1.10

出典：令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計、

　　　社会・人口統計体系 統計でみる市区町村のすがた2024 基礎データ 
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・診療所従事医師のうち65歳以上の医師の割合は、北播磨、播磨姫路（姫路市を除く）、但馬、丹波、

淡路の５圏域で相対的に高く、40％を超えている。

※65歳以上＝80歳で引退すると仮定した場合に、2040年に診療を行っていない医師

・同様に、40歳未満の医師の割合は、５圏域では県全体の1/2程度と低くなっている。

区域設定にあたっての考え方
【③ 診療所従事医師の高齢化率】

出典：令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計より厚生労働省提供（姫路市及び姫路市以外の区域は、同統計から算出）

〇診療所従事医師のうち、65歳以上の医師の割合
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区域設定にあたっての考え方
【③ 診療所従事医師の高齢化率（H28→R4：65歳以上）】

〇診療所従事医師のうち、65歳以上の医師の割合（H28・R4）

出典 H28：外来医師偏在指標に係るデータ集（平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査より厚生労働省提供（姫路市及び姫路市以外は同統計から医務課算出））
R4 ：令和４年医師・歯科医師・薬剤師調査より厚生労働省提供（姫路市及び姫路市以外は同統計から算出）

・診療所従事医師のうち、65歳以上の割合は平成28年から令和４年の６年間で、全国及び県全体、医師多

数区域に該当する圏域では４～６ポイントの上昇にとどまっている一方、北播磨、但馬、丹波、淡路圏

域では大きく増加し、特に淡路圏域では17ポイント上昇した。

・播磨姫路圏域では、姫路市は全国・県全体等と同程度の上昇率であるが、姫路市以外は北播磨圏域等と

同様に大きく増加している。
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区域設定にあたっての考え方
【③ 診療所従事医師の高齢化率（H28→R4：40歳未満の医師）】

〇診療所従事医師のうち、40歳未満の医師の割合（H28・R4）

・診療所従事医師のうち、40歳未満の割合は平成28年から令和４年の６年間で、全国及び県全体、医師多数

区域に該当する圏域では増加しているが、北播磨、但馬、丹波、淡路圏域では微増または減少している。

・播磨姫路圏域のうち、姫路市は全国・県全体等と同程度増加している一方、姫路市以外は但馬圏域と同様

に減少している。
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出典 H28：外来医師偏在指標に係るデータ集（平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査より厚生労働省提供（姫路市及び姫路市以外は同統計から医務課算出））
R4 ：令和４年医師・歯科医師・薬剤師調査より厚生労働省提供（姫路市及び姫路市以外は同統計から算出）
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区域設定にあたっての考え方
【姫路市の取扱い】

・人口10万対医師数、可住地面積あたり医師数、診療所医師の高齢化率から、姫路市は医師多数区域と

同等と考えられる。

・ただし、下図のとおり医療機関は姫路中心部に集中しており、旧夢前町、旧香寺町、旧安富町の人口

10万対診療所数は市全域に比べて極端に低い。また、旧家島町は離島のため医療の確保に配慮が必要

である。

〇へき地５法指定地域

過疎 辺地 離島 豪雪 山村

旧家島町 〇 〇

旧夢前町 〇

旧香寺町 〇

旧安富町 〇

〇人口10万対診療所箇所数

旧家島町 4,145 3 72.4

旧夢前町 15,875 5 31.5

旧香寺町 18,022 9 49.9

旧安富町 4,542 1 22.0

姫路市 524,149 418 79.7

人口 診療所箇所数
人口10万対

箇所数

出典 人口：姫路市 町別住民基本台帳登載人口・世帯数（令和６年３月末）
診療所箇所数 旧４町：医務課調べ（令和６年３月時点）、姫路市：令和５年度医療施設調査

〇医療施設の所在地マップ（播磨姫路圏域）
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区域設定にあたっての考え方
【まとめ】

北播磨、播磨姫路（合併前の旧姫路市域を除く）、但馬、丹波、淡路圏域を

重点医師偏在対策支援区域に設定する

二次医療圏域別の各指標（全国との比較）
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医師偏在指標
人口10万対

医師数

可住地面積

あたり医師数

診療所医師

高齢化率
備考

 全国 255.6 262.1 2.66 37.7%

 兵庫県 266.5 276.4 5.39 38.9%

 神戸 323.3 - 15.59 38.0%

 阪神 279.7 - 14.57 36.7%

 東播磨 231.6 - 7.27 38.7%

 北播磨 206.6 - 1.64 49.2%

 播磨姫路 214.4 225.5 2.95 41.2%

姫路市 - 262.1 6.01 38.7%

(合併前の旧４町) - - - - 医療機関が市中心部に集中していること等を考慮

姫路市以外 - 157.1 1.14 46.9%

 但馬 209.9 - 1.00 47.6%

 丹波 203.8 - 0.96 40.6%

 淡路 216.3 - 1.10 49.5%

全国との比較： 高（高齢化率：低） 同程度 低（高齢化率：高）

圏域
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診療所の承継・開業支援事業（案）

重点医師偏在対策支援区域内において、承継される診療所で以下に該当すること

・保険診療を主とする医科診療所（歯科診療所は対象外）

・承継は、開設者・管理者の変更を伴うものであること。

※不明な点がある場合は、実質的な承継となっているか実態を確認する。

・複数の診療所から申請があった場合は、

①所在する二次医療圏域または市町の医師偏在指標、人口10万対医師数、診療科の過不足

②承継する診療所から最寄りの他医療機関までの距離

③所在する郡市医師会の意見

等を考慮し、優先順位を決定する

⚫ 対象医療施設

⚫ 補助対象経費

設備整備費（診療所として必要な医療機器購入費）

・基準額（１か所あたり）：R7 16,500千円

・補助率 ：国1/3、県1/6、事業者1/2
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診療所の承継・開業支援事業（案）

⚫ 対象施設・対象経費の考え方

・ 本事業は、支援が必要な地域において、インセンティブを付与することにより診療所の承継・

開業を促し、地域の医療提供体制を確保することを目的としたもの。

・ 新規開業の場合、事業計画の策定、候補地の選定、資金調達等、施設整備の着手までに準備期

間が必要であり、単年度の補助では政策効果が得られない。

・ 承継の場合は、既存の施設を利用し、一部設備を更新することが想定される。新規開業より準

備期間が比較的短いため、本事業を契機とした承継が期待できる。

・ 施設の新築は、新規開業と同様に準備期間が必要となる。改修の場合、その期間中は、診療が

行えず、地域の医療提供体制に影響が出る恐れがある。

・ 定着支援は、赤字補填が必要になるケースを想定したもの。

診療所の承継を対象とし、医療機器購入費を支援する
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診療所の承継・開業支援事業

時 期 内 容

～R8.1
重点医師偏在対策支援区域の決定
（地域医療対策部会、保険者協議会で協議）

R8.2
令和８年度当初予算案の発表
対象区域内の診療所へ意向調査

R8. 3以降
対象診療所の決定
（地域医療対策部会、保険者協議会で協議）

（未定）
国への交付申請・交付決定（県）
県への交付申請・交付決定（事業者） ⇒ 事業実施

～R9.3 事業完了

⚫ 実施スケジュール（想定）
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